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６．ケアマネジャーとの連携 

１）ケアマネジャー（介護支援専門員） 

ケアマネジャー（介護支援専門員）は、要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、 

介護サービス（訪問介護、デイサービスなど）を受けられるようにケアプラン（介護サービス等の提供につい

ての計画）の作成や市町村・介護サービス事業者・施設等との連絡調整を行います。また、要介護者や要支

援者の人が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識・技術を有するものとして介護

支援専門員証の交付を受けた者が居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、介護施設等で従事して

います。 
 

２）地域包括支援センターと居宅介護支援事業所 
 

 

高齢者の総合相談窓口・介護予防ケアプラン（要支援１、２）作成 
 

地域包括支援センターは高齢者の生活上の困りごとに対して、総合的に相談に乗ってくれる窓口で 

す。また、地域包括支援センターには、「総合相談支援業務」「権利擁護業務」「介護予防ケアマネジメン 

ト業務」「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」の 4つの役割があり、保健師（もしくは経験豊富な 

看護師）や社会福祉士、主任ケアマネジャー（主任介護支援専門員）等が配置されています。蒲郡市では 

は、市から委託を受けた地域包括支援センターが市内に５カ所あり、お住まいの中学校区ごとに担当 

するセンターが決まっています。 

 

介護の相談・ケアプラン（要介護１～５）作成 

 
居宅介護支援事業所では、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケ 

アマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケ 

アプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との 

連絡・調整を行います。また、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うことと 

されています。事業所内には、主任ケアマネジャー、ケアマネジャーが従事しています。 

 

 
                         ※ 要支援の方の介護予防ケアプランは、基本的に地域包括支援センターが作成します。 

Step1 アセスメント 

ケアマネジャーが利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、 

課題を分析します。 

 

Step2 話し合い 

ケアマネジャーと利用者・家族・サービス提供事業者で、利用者の自立支援に資するサ 

ービスの検討を行います。 

 

Step3 ケアプラン作成 

課題や話し合いを基に、ケアマネジャーと一緒に利用するサービスの種類や回数を決 

め、サービス利用の手続きを行います。 

 

介護サービス利用スタート 

サービス事業所と契約し、ケアプランに基づいてサービス利用がスタートします。 

 

居宅介護支援事業所 

地域包括支援センター 

ケアプラン作成の流れ 

引用・参考：厚生労働省 介護サービスの情報公表サービスHP 
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★  「⑬なごみの郷」、「⑭竹谷すみれ」については、小規模多機能型居宅介護を利用する場合のみ、介護予防プランを作成できます。 

3）地域包括支援センター／居宅介護支援事業所 一覧 （令和６年３月現在） 
 

 

高齢者の総合相談窓口・介護予防ケアプラン（要支援１、２）作成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

地域包括支援センターの総括・総合調整、支援等を行う（ケアプランは作成しません）      

 

 

 
 

 
介護の相談・ケアプラン（要介護１～５）作成      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当地域
（学校区）

事業所名 所在地 電話番号 FAX番号 相談時間

大塚・三谷
中学校区

 蒲郡市東部
 地域包括支援センター

大塚町山ノ沢45番地2
（蒲郡東部病院内）

59-6790 59-6790
月～金曜日

8：30～17：30

蒲郡
中学校区

 蒲郡市中央
 地域包括支援センター

神明町18番4号
（蒲郡市社会福祉協議会内）

69-6674 69-3993
月～金曜日

8：30～17：15

中部
中学校区

 蒲郡市みらいあ
 地域包括支援センター

栄町9番20号
（老人保健施設みらいあ前）

66-0800 66-0808
月～金曜日

8：30～17：15

塩津
中学校区

 蒲郡市塩津
 地域包括支援センター

竹谷町奥林29番地1
（グループホームすずらん内）

56-7125 56-7126
月～金曜日

8：30～17：30

形原・西浦
中学校区

 蒲郡市西部
 地域包括支援センター

形原町西稲荷18番地2
（形原眺海園内）

58-1136 57-3808
月～金曜日

8：30～17：30

No.
予防
対応

事業所名 所在地 電話番号 FAX番号

1 可 蒲郡市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 神明町18番4号
 （蒲郡市勤労福祉会館内）

67-0111 69-3993

2 可 形原眺海園介護支援事業所 形原町西稲荷18番地2 58-1181 57-8134

3 可 蒲郡眺海園介護支援事業所 五井町五反田7番地1 69-1397 69-1390

4 可 医療法人北辰会指定居宅介護支援事業所みらいあ 栄町9番20号 67-0126 67-0132

5 可 JA蒲郡市　介護センター 上本町2番25号 68-8005 68-5074

6 可 たいよう形原 形原町西中田11番地3 57-3871 57-3872

7 可 コープあいち　福祉サービス蒲郡 水竹町横枕3番地1 67-1811 67-1812

8 否 ひかりの森 三谷北通四丁目55番地 66-1760 66-1761

9 可 さかえの郷ケアプランセンター若宮 三谷町若宮189番地 68-2442 68-1020

10 可 ゆのか 中央本町1番7号 66-3620 66-3621

11 可 楓の杜 神ノ郷町下向山35番地 56-8876 56-8846

12 可 はーと居宅介護支援センター 松原町20番12号
シーサイドハウス松原17号室

090
3382-5676

81-8190

⑬
★
可 小規模多機能型居宅介護 なごみの郷 柏原町加治替戸3番地1 69-8753 66-3677

⑭
★
可 竹谷すみれ小規模多機能 竹谷町犬飼港3番地3 67-0892 67-0881

地域包括支援センター 

居宅介護支援事業所 

基幹型地域包括支援センター 

神明町18番4号
（蒲郡市社会福祉協議会内） 65-7444 69-3993

月～金曜日
8：30～17：15

 蒲郡市基幹型地域包括支援センター
※ 令和６年度に移転予定（電話番号・FAX番号変更予定）


